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３５　 米 麦 価

政 府 売 渡 価 格政 府 買 入 価 格　　　項　目

年　　　
小　　　　麦米小　　　　麦米

（玄麦正味６０㎏当たり、円）（玄米６０㎏当たり、円）（玄麦正味６０㎏当たり、円）（玄米６０㎏当たり、円）
２，００４（１００．０）〈５．１～〉

４，３５１（１００．０）２，１４９（１００．０）４，１６２（１００．０）３５

１，９５６（ ９７．６）〈１．１～〉
５，６３２（１２９．４）２，７１３（１２６．２）６，５３８（１５７．１）４０

１，９１５（ ９５．６）７，４４２（１７１．０）３，４３１（１５９．７）８，２７２（１９８．８）４５
〈８．１～〉

２，５６１（１２７．８）
〈９．１～〉

１２，２０５（２８０．５）６，１２９（２８５．２）１５，５７０（３７４．１）５０
〈２．１～〉

３，６２２（１８０．７）
〈２．１～〉

１５，８９１（３６５．２）１０，７０４（４９８．１）１７，６７４（４２４．７）５５
〈２．１～〉

３，６２２（１８０．７）
〈２．２５～〉

１８，３２７（４２１．２）１０，７０４（４９８．１）１８，６６８（４４８．５）６０

〈４．１～〉
３，４３２（１７１．３）

〈２．１～〉
３，２５８（１６２．６）

〈２．１～〉
３，０７８（１５３．６）

〈２．１～〉
２，９６７（１４８．１）

〈２．１～〉
２，９６７（１４８．１）

〈１２．２０～〉
２，６６２（１３２．８）

〈２．１～〉
１８，１３０（４１６．７）

〈４．１～〉
１８，３９６（４２２．８）

〈２．１～〉
１８，３９６（４２２．８）

〈２．１～〉
１８，２０３（４１８．４）

〈２．１～〉
１８，１２３（４１６．５）

〈２．１～〉
１８，１２３（４１６．５）

〈１２．２０～〉
１８，１２３（４１６．５）

９，５９７（４４６．６）

９，２２３（４２９．２）

９，１１０（４２３．９）

〃　　　

〃　　　

１６，７４３（４０２．３）

１６，５００（３９６．４）

１６，３９２（３９３．８）

〃　　　

〃　　　

元

２

３

４

５

〈１２．２０～〉
２，６６２（１３２．８）

〈２．１～〉
２，５１６（１２５．５）

〈２．１～〉
２，４６３（１２２．９）

〈４．１～〉
２，５１１（１２５．３）

〈４．１～〉
２，５１１（１２５．３）

〈１２．２０～〉
１８，１２３（４１６．５）

〈２．１～〉
１８，１２３（４１６．５）

〈２．１～〉
１８，１２３（４１６．５）

〈４．１～〉
１８，１０１（４１６．０）

〈１．１～〉
１７，８３１（４０９．８）

〈１２．１～〉
１７，６４６（４０５．６）

９，１１０（４２３．９）

〃　　　

〃　　　

９，０２３（４１９．９）

８，９５８（４１６．８）

１６，３９２（３９３．８）

〃　　　

〃　　　

１６，２１７（３８９．６）

１５，８０５（３７９．７）

６

７

８

９

１０

〈２．１～〉
２，４３０（１２１．３）

〈２．１～〉
２，３０８（１１５．２）

〈２．１～〉
２，３０８（１１５．２）

〈２．１～〉
２，３０８（１１５．２）

〈２．１～〉
２，３０８（１１５．２）

〈１２．１～〉
１７，６４６（４０５．６）

〈１．１～〉
１７，３６３（３９９．１）

〈１．１～〉
１７，１６５（３９４．５）

〈１．１～〉
１６，９５９（３８９．８）

〈１．１～〉
１６，７２１（３８４．３）

８，８９３（４１３．８）

８，８２４（４１０．６）

８，６９３（４０４．５）

〃　　　

８，５５２（３９８．０）

１５，５２８（３７３．１）

１５，１０４（３６２．９）

１４，７０８（３５３．４）

１４，２９５（３４３．５）

１３，８２０（３３２．１）

１１

１２

１３

１４

１５
〈２．１～〉

２，２９６（１１４．６）
〈２．１～〉

２，４０１（１１９．６）

〈１．１～３．３１〉
１６，７２１（３８４．３）

－

－

８，３０６（３８６．５）

７，１９７（３３４．９）

７，１４６（３３２．５）

－

－

－

１６

１７

１８

　

（注）

１　政府買入価格のうち米は、５２年産まではうるち１～４等平均、５３年産はうるち１・２等平均、５４年産からはうるち１～５類１・２等平均包装込
価格で消費税込みの価格であり、いずれも米価決定時の見込みである。なお、１６年産米からは入札を基本とした方式となったため、価格を定めて
いない。小麦は、２類２等（４２年産以前は旧３等）、５８年産から６１年産までは、１等、６２年産からは銘柄区分Ⅱ・１等の包装代及び検査手数料相
当額を含まない価格である。  

２　政府売渡価格のうち米は、５２年まではうるち１～４等平均、５３年はうるち１・２等平均、５４年以降はうるち１～５類１・２等平均包装込価格で
消費税込みの価格であり、いずれも米価決時の見込である。なお、１６年４月以降は入札を基本とした方式となったため、価格を定めていない。小
麦は２類２等（４２年以前は旧３等）、５８年８月から６２年７月までは１等、６２年８月からは銘柄区分Ⅱ・１等の価格である。＜　＞内は売渡価格改
定が実施された月日であり、＜　＞を附してない年は、米は４月１日の時点の小麦は７月１日時点の価格である。
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格 の 推 移

　　　項　目

年　　　

大麦（正味５０㎏当たり）
転作等目標面積

消 費 者 米 価

政府売渡価格政府買入価格（精米１０㎏当たり、円）
３５１，４４３（１００．０）１，５８７（１００．０）８５０（１００．０）

４０１，３９７（ ９６．８）１，９８２（１２４．９）〈１．１～〉
１，１１０（１３０．６）

４５１，３２６（ ９１．９）２，５０７（１５８．０）１００千ha１，５１０（１７７．６）

５０１，９８６（１３７．６）４，４７７（２８２．１）９０〈９．１～〉
２，４９５（２９３．５）

５５２，５４０（１７６．０）８，０８３（５０９．３）５３５〈２．１～〉
３，２３５（３８０．６）

６０２，９１２（２０１．８）８，３６６（５２７．２）５７４〈２．２５～〉
３，７６４（４４２．８）

元

２

３

４

５

２，３４６（１６２．６）

２，２２７（１５４．３）

２，１４９（１４８．９）

２，１４９（１４８．９）

１，９２５（１３３．４）

６，８８５（４３３．８）

６，５８９（４１５．２）

６，５４０（４１２．１）

６，５４０（４１２．１）

６，５４０（４１２．１）

７７０

８３０

８３０

７００

６７３

〈２．１０～〉
３，６８２（４３３．２）

〈４．１～〉
３，７４１（４４０．１）

〈２．１０～〉
３，７４１（４４０．１）

〈１１．２６〉
３，８９０（４５７．６）

〈２．１０～〉
３，８６５（４５４．７）

〈２．１０～〉
３，８５０（４５２．９）

〈２．１０～〉
３，８５０（４５２．９）

〈２．１０～〉
３，８５０（４５２．９）

６

７

８

９

１０

１，８１９（１２６．１）

１，７９２（１２４．２）

１，７９２（１２４．２）

１，８２７（１２６．６）

１，７６８（１２２．５）

６，５４０（４１２．１）

６，５４０（４１２．１）

６，５４０（４１２．１）

６，４７８（４０８．２）

６，４３１（４０５．２）

５７９

６６０

　６７０

６７１

９６０

〈２．１０～〉
３，８５０（４５２．９）

〈２．１０～〉
３，８５０（４５２．９）
－　　　　　

－　　　　　

－　　　　　 

１１

１２

１３

１４

１５

１，６８０（１１６．４）

〃　　　　

〃　　　　

〃　　　　

〃　　　　

６，３８４（４０２．３）

６，３３４（３９９．１）

６，２４０（３９３．２）

６，２４０（３９３．２）

６，１３８（３８６．８）

９６０

９６０

９６８

９６８

１，０１８

－　　　　　

－　　　　　

－　　　　　

－　　　　　

－　　　　　

１６

１７

１８

１，６７５（１１６．１）

１，７５９（１２１．８）

１，７５９（１２１．８）

５，９６１（３７５．６）

５，０６０（３１８．８）

５，０２４（３１６．５）

－　　　　　

－　　　　　

－　　　　　

－　　　　　

－　　　　　

－　　　　　

資料：「米価に関する資料」「麦価に関する資料」

３　消費は米価は、３５年は内地精米の、４０年は普通米の、４５年は内地米の。いずれも乙地の価格であり、５０年からは標準価格米の基準となる小売指
導価格（６２年１２月改定において、６１年産米のみを原料とするものについては３６８７円とした。）２年１１月からは標準価格米の小売指導価格の上限と
なる額で、＜　＞内は消費者米価の改定が実施された月日であり、＜　＞を附してない年は、４月１日時点の価格である。なお、８年度以降、標
準価格米制度から、指定標準米制度に移行し、これまでの小売り指導価格は廃止された。標準価格米制度から、指定標準米制度に移行し、これま

での小売指導価格は廃止された。

４　元年以降の米麦の政府買入価格については、課税農家に対し、政府買入価格のほかに米麦の販売に係る消費税相当額を別途支払う。元年４月１
日以降の米麦の政府売渡価格及び消費者米価は消費税額分を含む。

５　（　）内は、３５年を１００とする指数である。
６　１９年度から食糧法の改正により政府無制限買入制度が廃止され、政府は国内産麦の買入・売渡を行っていない（買入・売渡価格も定めていない）




